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|陣 日加オンライン司法会合

』

令和4年6月16日、大谷直人最高裁長官（当時）は、カナダ最高裁のリチャード

ワグナー長官とオンライン会合を行いました。

，ワグナー長官は、冒頭、 「大谷長官の退官直前に本会合が実現したことについて、大

変光栄に思います｡」 「令和元年10月の日本での滞在は、 とても良い思い出です｡」など

と述べました。これに対し、大谷長官.も、 「2年8か月振りにお会いできて、大変嬉し

く思います｡」などと応じ、和やかな雰囲気で、会合は始まりました。
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両長官は、 コロナ禍での裁判所運営、国民に身近な司法の在り方、デジタル化等に関

する両国の取組みや工夫例について、活発に意見交換を行いました。 ワグナー長官は、

大谷長官の新年の挨拶(令和4年）に触れ、 「感染拡大防止と国民から負託された紛争

解決機関としての役割を調和させて安定した業務を行っていく、という大谷長官のこと

ばには心を打たれました｡」と述べました。大谷長官は、デジタル化について、 「訴訟手

続の改革はもちろんですが､デジタル化された社会の新たなニーズに敏感に対応してい

くことも求められます｡」などと述べました。
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最後に、大谷長官は、 「今後も両国の司法交流が発展

することを願います｡」 と述べ、 ワグナー長官は、それ

に賛意を示すとともに、退官する大谷長官にねぎらいの

言葉をかけました。
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最高裁判所行政局付松本諭

私はく 6月20日から22日までの間

に開催された国際最高行政裁判所協会

(IASAJ)総会出席のため、ベルギー王

国（ブリュッセル）に出張しました。

|ASAjは、世界各国･機関の80以上

の高等行政司法機関のネツトワークであ

り､本年の総会は、 「コロナ禍における
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高等行政裁判所の役割」をテーマとして総会の様子（オープニングセッション）

開催され、約40の国・機関の裁判官等が参加し、各国の裁判手続等がコロナ禍でどの

ような影響を受けたかなどが話し合われました。

参加者からは、感染拡大当初は司法へのアクセスと感染防止のバランスをどのように

取るか苦労したこと、 コロナ禍をきっかけとしてデジタル化が進んだ面もあることな

ど、我が国と共通する経験も多く紹介されました。

新型コロナウイルス感染症の影響も残る中でしたが、他国の裁判官と意見交換を行う

貴重な経験となるとともに、国際交流が再び活発になりつつあることを肌で感じること

ができる出張となりました。
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参加者による夕食会の様子
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令和4年5月9日から6月1日にかけて、第25期マン

スフィールド研修員の｜ ， … ’さんが最高裁及び

知財高裁において研修を受けました。研修初日に意気込み

などをお聞きしましたb

（マンスフィールド研修は、駐日米国大使も務めたマイ

ク・マンスフィールドの名を冠した、 日米両国間の実務

的な政府間研修プログラムです。そのため、 | ｜さ

んは、裁判所だけではなく各政府機関でも研修を受けていま
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､日本で研修を受けたいと思われたきっかけは何ですか。

仕事上で、特許庁と関わる機会が多く、常日頃から日本とアメリカの関係が非常に

重要なものだと考えてきました。 ．また、 日本とアメリカの裁判では、ディスカバリ

ー（証拠開示手続）制度の有無等異なる部分があるので、 日本ではどのように事実

認定をしているのか知りたいと思ったのがきっかけです。

来日後、休暇で訪れた場所はありますか6 ‘

このゴールデンウイークで東北を巡りました。一番印象に残ったのは、山形県の高

畠駅です。温泉が併設されている駅で、 目的地ではなかったのですが、車窓から見

えた看板に惹かれて帰路に寄ってみました。温泉には多くの人が訪れており､人気

の高さがうかがえました。山形県内の神社で、都内では新型コロナウイルス感染対

策のために撤去されていることも多い、境内の鈴を鳴らせたことも印象的でした。

日本滞在中、アメリカとの違いで印象的だったことはありますか。

アメリカでは、正直であること、事実を重視するのに対し、 日本人は、事情や意見

を聞くこと、親切であること、.和を大切にするように感じました。

裁判所での研修では、 どのような経験をしてみたいですか。

裁判傍聴をしてみたいです。特に自分の仕事に関わる商標に関するものに強い関心

があります。 またぐ裁判所の職員の皆さんがどのような仕事をしているのか、皆さ

んのお邪魔にならないよう実際に見てみたいと思います。
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~了~r1さんは、令和4年6月に裁判所での研修を終えられました。
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情報英語版裁判所ウェプサイトプ判 イサエ 活用

裁判所のホームページには「英語版」がある

のをご存知でしょうか？

英語版には、 日本語版ホームページに掲載さ

,れている各種手続のQ&Aの英語版など､手続案

内に活用できるコンテンツのほか、 日本の司法

制度を英語で説明したページ、最高裁判所判事

の紹介、最新の判決等の英訳、その他さまざま

な最新情報も掲載しています。

近時では、戸倉最高裁判所長官の就任の二‘ユ

ースリリースを掲載しました。また、長官所長

会同、新年の挨拶などについても随時英訳を掲

載しておりますので、ぜひご注目ください。
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戸倉長官就任のニュースリリース(英語版）

募集中！お知らせオンライン講講濃聴講者募阿掃鐸寓 ]LNETポータルにて

募集要項掲載中！募集要項掲載

令和4年9月16日（金） 午後6時～午後7H
テーマ： 「ドイツ民事訴訟のデジタル化」

～｢民事訴訟の現代化」ワーキンググルーブズ

ベーバーを素材に～

講師：ヴェルナー・ リヒター氏 （デユッセル｜

開催方法:Zoomによるオンライン開催（日本

申込期限： 8月19日までにお申込みください

時

が

・ リヒター氏 （デュッセルド

30分

公表したディスカッション

ルフ高等裁判所長）

によるオンライン開催（日本語通訳有）
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ドイツの裁判デジタル化の現状及び将来像について、

主に民事訴訟に焦点を当てて御講演いただくとともに、

日本の最高裁側から質疑応答を行う予定です。

ドイツの裁判デジタル化について知り、 日本と比較し

つつ、 日本の裁判デジタル化について考える機会にして

いただければと思っております。 この機会にぜひご参力［この機会にぜひご参加

ノ
ください。
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グラスの目盛り

’
福岡地方・家庭裁判所判事補瀧澤惟子

令和3年度判事補海外留学研究員

ドイツミュンヘン知財法センター派遣
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ドイツは、 ビールだけでなく白ワインも有名で、特にお酒が好きな人にとっては夢

のような場所です。今回は、そんなドイツの飲食店における飲み物に関する豆知識を

紹介したいと思います。

ドイツの飲食店では、飲み物のメニューに内容量ごとの値段が記載されており、例

えば、伝統的なビアホールだと、店員から0． 5リットルと1リットルのどちらのビ

ールを注文するかについて確認されます。そして、運ばれてきたグラスにも目盛りと

内容量が印字されています。実は、 ドイツの飲食店では、消費者保護の観点から、飲

み物の内容量が分かるグラスを使用することが法律で義務付けられているのです。ル

ールを重んじるドイツらしい法律ではないでしょうか。実際､多くの飲食店がグラス

の目盛りを大幅に超えた状態で飲み物を提供しており、私を含め消費者が手厚く保護

されているといえます。

このように、在外研究では、 日常生活に潜む身近な法律に着目するのも面白いかも

しれません。

- 次回の渉外レポートもお楽しみに！


